
 

長崎県中小企業対策資金貸付要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 県は、中小企業者等の経営の安定、生産の合理化及び技術開発等に必要な資金の融通を円

滑にし、もって県内中小企業の振興を図るため、予算の定めるところにより、長崎県中小企業対

策資金（以下「資金」という。）を貸し付けるものとし、その貸付け及び運用については、この

要綱に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

 (1) 中小企業者 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号。以下「法」という。）第２条第１

項に規定するものをいう。 

 (2) 小規模企業者 法第２条第３項に規定するものをいう。 

 (3) 下請事業者 下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号）第２条第４項に規定するものを

いう。 

 

 （資金の種類及び貸付条件等） 

第３条 資金の種類及びその貸付条件等は、別表のとおりとする。 

 

 （融資期間の延長） 

第４条 別表の(1)から(4)までの表のそれぞれの申込先の項に掲げる金融機関（以下「取扱金融機関」

という。）は、資金の融資を受けた者から、融資期間の変更の申込みを受けた場合は、長崎県信

用保証協会（以下「保証協会」という。）と協議のうえ、１０年を限度として前条に定める当該

融資に係る従来の規定の融資期間を超えて融資期間を延長することができる。  

 

 （資金の預託） 

第５条 県は第１条の目的を達成するため、取扱金融機関に対し、資金を預託するものとする。  

２ 前項に規定する資金の預託は、県が取扱金融機関と契約を締結して行うものとする。  

 

 （報告） 

第６条 保証協会、公益財団法人長崎県産業振興財団（以下「振興財団」という。）及び取扱金融

機関は、毎月１０日までに別に定める様式により前月末現在の保証状況、認定状況又は貸付状況

を知事に報告するものとする。 

２ 資金の借入れの申込みを行った中小企業者が、法第２条第５項第５号に基づく認定を受けた特定中小

企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、保証協会に対

して保証協会所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が 

１，２５０万円以下であるとき、又は保証期間が１年以内である場合は、この限りでない。 

３ 取扱金融機関が前項の業況報告書を提出していない案件（前項ただし書きに該当する場合を除く。）

に係る代位弁済請求を行う場合は、保証協会に対して、業況報告書を提出していない理由を記載した書

面を提出するものとする。 

４ 資金の借入れの申込みを行った中小企業者が、法第２条第５項第４号（新型コロナウイルス感染症に

係るものに限る。）に基づく認定を受けた特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場

合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から５年にわたり、モニタリングを行うものとする。 



５ 緊急資金繰り支援資金（危機関連保証に係るものに限る。）の取扱金融機関は、本制度融資に係る貸

付を実行した日から５年にわたり、モニタリングを行うものとする。ただし、保証期間が１年以内であ

るときはこの限りでない。 

６ 前２項の取扱金融機関は、半期に一度、保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するも

のとする。ただし、前項において、報告期間が法第２条第６項の経済産業大臣が認める日から１年以内

の期間（同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が１年を限り当該期間を延長したとき

は、その延長した期間を含む。）（以下「危機指定期間」という。）中であるときは、原則として危機

指定期間終了後に報告するものとする。 

７ 第４項及び第５項の取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益

黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとす

る。 

８ 第４項及び第５項の取扱金融機関が第６項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請

求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 

 

 （書類の保管） 

第７条 保証協会、振興財団及び取扱金融機関（以下「取扱金融機関等」という。）は、債務保証、

認定状況又は貸付状況の関係書類を善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。  

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の書類を職員に命じて調査させることができる。こ

の場合において、当該取扱金融機関等はこれに協力しなければならない。  

 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、融資手続その他必要と認める事項については、別に定める。 

 

    附 則 

 １ この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１５年１０月１４日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１７年６月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１７年８月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

 



    附 則 

 １ この要綱は、平成１７年１２月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１９年１０月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１９年１０月２２日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成１９年１２月７日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２０年１０月３日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２０年１２月３日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２０年１２月２２日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２１年２月１３日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２１年７月１０日から適用する。 

    附 則 

 １ この要綱は、平成２１年１１月１１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  



    附 則 

 １ この要綱は、平成２２年７月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２２年１２月１５日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２３年６月１日から適用する。ただし、第５条第２項及び第３項につ

いては、平成２３年６月１日保証申込受付分から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２３年１０月３日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２４年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２４年１０月９日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、平成２５年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２６年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２６年８月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２７年１月１３日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２７年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２７年１０月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

 



附 則 

 １ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２８年５月２３日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２８年７月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２９年１月４日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成２９年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成３０年１月２９日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成３０年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、平成３１年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和元年９月１７日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和２年３月１９日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和２年３月３１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和２年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和２年５月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

 

 



    附 則 

 １ この要綱は、令和２年６月１９日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、令和２年１２月１１日から適用する。ただし、別表（３）イについては、

令和２年１２月１日保証承諾分から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

    附 則 

 １ この要綱は、令和３年１月２９日から適用する。ただし、別表（３）イについては、令

和３年２月１日保証申込受付分から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。 

    附 則 

 １ この要綱は、令和３年２月１８日から適用する。ただし、別表（３）イについては、令

和３年２月１８日保証申込受付分から適用する。 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。 

附 則 

 １ この要綱は、令和３年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和３年８月３日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和４年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和４年１０月１日から適用する。ただし、第６条第４項から第７項まで

の規定については、令和４年１０月１日保証申込受付分から適用する。  

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和５年１月１０日から適用する。ただし、第６条第５項から第８項まで

の緊急資金繰り支援資金（危機関連保証に係るものに限る。）にかかる規定については、

既保証分を含め、令和５年度上半期モニタリングの報告分から適用する。  

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和６年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

 



附 則 

 １ この要綱は、令和６年１２月２日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和７年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

附 則 

 １ この要綱は、令和８年４月１日から適用する 

 ２ この要綱による改正前の規定により貸し付けたものは、なお従前の例による。  

 

 


